
決算書掲載頁　P179

内
訳

適正かつ健全な商環境づくりを目的とする。

法令に基づく適正な指導が実施できるよう大阪府、関係機関等と連携していく。
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事業： 商業関係指導事業 0273
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A

健全な商業活動の維持・向上に寄与している

A

法令・大阪府の指導に基づき正確な業
務が実施できた。

A

A
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事業者に対し、法令に基づく適正な指導・調整等を行う。
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所管課

計量器の精度の維持を図り、適正な商取引が行われることを目的とする。
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細事業：計量器定期検査事業 02事業
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1

直営 昭和47年度 計量法

計量器を使用し、取引をおこなう商業者等。

計量法に基づく適正な検査が実施できるよう大阪府と連携していく。
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計量行為を行う事業者に対し、計量法に基づく適正な指導・調整等を行う。
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事業：商業関係指導事業                                

 

市内における適正かつ健全な商業環境づくりを推進するため、計量法や大規模小売店舗立地法などの商業関係 

法令に基づく必要な指導・協議・調整を行った。 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業：計量器定期検査事業                             

 

１．特定計量器定期検査（集合検査）の実施 

計量法に基づき、適正な計量の実施を確保するため、下記のとおり市内の各会場において、大阪府計量検定所・

一般財団法人大阪府計量協会と連携し、商取引等に使用される特定計量器の定期検査を実施した。 

 

 

検査実施日 検査会場 検査対象事業所数 検査対象計量器台数 

 7月 9日 
三日市町会館 16 27 

河内長野市立川上公民館 10 12 

 7月 10日 
大阪南農業協同組合 高向支所 11 23 

河内長野市立加賀田公民館 16 19 

 7月 11日 

河内長野市役所 

42 63 

 7月 12日 39 64 

7月 13日 25 45 

合  計      － 159 253 

 

 

 

 

 


